
 

議 会 運 営 委 員 会 

 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　令和７年１１月１７日（月）　 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　午前９時３０分 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第２委員会室 

 

　議　　題  

　　１　令和７年第６回（１２月）尾張旭市議会定例会の運営について 

 

 

　　２　令和８年度議会費予算の概要について 

 

 

　　３　令和９年度議会費予算要望について 

 

 
　　４　尾張旭市議会個人情報保護条例施行規程の一部改正について 

 

 
　　５　長期欠席議員の議員報酬等の減額について 

 

 
　　６　議会の手続に係るオンライン化の推進について 

 

 
７　尾張旭市議会議場説明用持込物品等に関する申し合わせ事項の一部改正について 

 

 

８　その他



　配付資料一覧 

【議題１　資料】 

　　１　令和７年第６回（１２月）尾張旭市議会定例会日程（案） 

　　２　議事日程（案）第１日目、第２日目以降 

　　３　令和７年第６回（１２月）尾張旭市議会定例会付議事件一覧、議案等の概要 

　　４　介護・福祉・医療など社会保障の施策拡充についての請願書 

　　５　「核兵器禁止条約」への署名・批准を求める意見書採択に関する陳情 

　　６　陳情文書表（データ配付） 

　　７　要望書等文書表 

 

【議題２　資料】 

　　８　令和８年度　議会費予算要求額 

 

【議題３　資料】 

　　９　令和９年度　議会費予算要望事項 

　　 

【議題４　資料】 

　　10　尾張旭市議会個人情報保護条例施行規程【新旧対照表】 

 

【議題５　資料】 

　　11　長期欠席議員の議員報酬等の減額について 

　　12　尾張旭市議会の議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の特例を定

める条例　正副委員長案 

　　13　議員報酬等の減額算定の考え方について 

 

【議題６　資料】 

　　14　オンライン化を検討する手続　一覧 

 

【議題７　資料】 

　　15－１　尾張旭市議会議場説明用持込物品等に関する申し合わせ事項【新旧対照表】 

15－２　尾張旭市議会議場説明用持込物品等に関する申し合わせ事項【改正後】 

 

【議題８　資料】 

　　なし



曜 日 開 議 時 間 会 議 名 日　　　　　　程　　　　　　等

　　議会運営委員長報告
１　会議録署名者の指名
２　諸報告
３　会期の決定
４　委員会の所管事務調査報告の件
５　第５８号議案から第７４号議案まで
　　　上程、提案理由の説明

第 2 日 11月28日 金 休 会  

第 3 日 11月29日 土 〃

第 4 日 11月30日 日 〃

第 5 日 12 月 1 日 月 〃

第 6 日 12 月 2 日 火 〃

第 7 日 12 月 3 日 水 午 前 9 時 30 分 本 会 議

第 8 日 12 月 4 日 木 〃 〃

〃 〃

本 会 議 終 了 後
予 算 決 算 委 員 会
（ 全 体 会 ）

総括説明及び人件費予算の説明（一般会計のみ）
分科会への割り振り

第 10 日 12 月 6 日 土 休 会

第 11 日 12 月 7 日 日 〃

第 12 日 12 月 8 日 月 〃

第 13 日 12 月 9 日 火 〃

午 前 9 時 30 分 福 祉 文 教 委 員 会 付託議案等の審査

福祉文教委員会
終 了 後

予 算 決 算 委 員 会
福 祉 文 教 分 科 会

付託議案の審査

午 前 9 時 30 分 都 市 環 境 委 員 会 付託議案等の審査

都市環境委員会
終 了 後

予 算 決 算 委 員 会
都 市 環 境 分 科 会

付託議案の審査

午 前 9 時 30 分 総 務 委 員 会 付託議案等の審査

総 務 委 員 会
終 了 後

予 算 決 算 委 員 会
総 務 分 科 会

付託議案の審査

第 17 日 12月13日 土 休 会

第 18 日 12月14日 日 〃

第 19 日 12月15日 月 午 前 9 時 30 分
予 算 決 算 委 員 会
（ 全 体 会 ）

分科会会長報告及び報告に対する質疑
討論、採決

第 20 日 12月16日 火 休 会 （予定：午前9時30分　各派代表者会）

第 21 日 12月17日 水 午 前 9 時 30 分 議 会 運 営 委 員 会

第 22 日 12月18日 木 午 前 9 時 30 分 本 会 議

　　議会運営委員長報告
１　諸報告
２　委員会の所管事務調査報告の件
３　委員長報告及び報告に対する質疑
４　付託議案等の討論、採決

※　委員会等の開催は予定であり、変更となる場合があります。

令和７年第６回（１２月）尾張旭市議会定例会日程（案）
（会期22日間）

開 催 日

第 1 日 11月27日 木 午 前 9 時 30 分 本 会 議

１　一般質問
２　議案質疑
３　議案の討論、採決又は委員会付託
４　請願・陳情

第 9 日 12 月 5 日 金

第 14 日 12月10日 水

第 15 日 12月11日 木

第 16 日 12月12日 金
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議案（１７件）

番号 件名

第５８号議案 令和７年度尾張旭市一般会計補正予算（第４号）

第５９号議案 令和７年度尾張旭市国民健康保険特別会計補正予算（第２号）

第６０号議案 令和７年度尾張旭市土地取得特別会計補正予算（第２号）

第６１号議案 令和７年度尾張旭市介護保険特別会計補正予算（第２号）

第６２号議案 令和７年度尾張旭市水道事業会計補正予算（第１号）

第６３号議案 令和７年度尾張旭市公共下水道事業会計補正予算（第２号）

第６４号議案
尾張旭市の議会の議員及び長の選挙における自動車の使用及びポス
ターの作成の公営に関する条例及び尾張旭市の議会の議員及び長の
選挙におけるビラの作成の公営に関する条例の一部改正について

第６５号議案
尾張旭市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例の
一部改正について

第６６号議案
尾張旭市議会の議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条
例の一部改正について

第６７号議案
尾張旭市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の
一部改正について

第６８号議案 尾張旭市職員の給与に関する条例等の一部改正について

第６９号議案 尾張旭市立小中学校体育施設使用料条例の一部改正について

第７０号議案
尾張旭市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関す
る基準を定める条例等の一部改正について

第７１号議案 尾張旭市下水道条例の一部改正について

第７２号議案 尾張旭市水道事業給水条例の一部改正について

第７３号議案 尾張旭市火災予防条例の一部改正について

第７４号議案 市道路線の認定及び廃止について

令和７年第６回（１２月）尾張旭市議会定例会付議事件一覧

11185
テキストボックス
３



1/4

議 案 の 概 要  

 

・　議案（１７件） 

　第５８号議案　令和７年度尾張旭市一般会計補正予算（第４号）（財政課） 

（単位　千円） 

 

　第５９号議案　令和７年度尾張旭市国民健康保険特別会計補正予算（第２号） 

（保険医療課）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （単位　千円） 

 

　第６０号議案　令和７年度尾張旭市土地取得特別会計補正予算（第２号）（財政課） 

（単位　千円） 

 

 補正前予算額 33,221,695 補正予算額 △270,808 補正後予算額 32,950,887
 

主な

歳入

国庫支出金 

・障害者自立支援給付費等負担金 

・社会資本整備総合交付金 

・都市構造再編集中支援事業費補助金 

県支出金 

・障害者自立支援給付費等負担金 

諸収入 

　・旧尾張旭市長久手市衛生組合清算負担金受入金 

市債 

　・三郷駅周辺まちづくり事業

 

73,500 

△235,100 

△66,000 

 

36,750 

 

76,785 

 

△161,300
 

主な

歳出

・財政調整基金積立金 

・公共施設整備基金積立金 

・定額減税補足給付金給付事務委託料 

・介護給付・訓練等給付費 

・三郷駅周辺まちづくり事業 

・人件費

△150,000 

76,785 

△21,759 

147,000 

△380,469 

74,057
 繰越明許費補正　４件、債務負担行為補正　２件、地方債補正　３件

 補正前予算額 7,197,860 補正予算額 14,407 補正後予算額 7,212,267
 主な

歳入
・繰入金 11,407

 主な

歳出
・人件費 11,407

 補正前予算額 357,524 補正予算額 88,351 補正後予算額 445,875
 主な

歳入
・財産収入 88,351

 主な

歳出
・諸支出金（土地開発基金償還金） 88,351
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　第６１号議案　令和７年度尾張旭市介護保険特別会計補正予算（第２号）（長寿課） 

　（単位　千円） 

 

　第６２号議案　令和７年度尾張旭市水道事業会計補正予算（第１号）（経営政策課） 

（単位　千円）  

 

　第６３号議案　令和７年度尾張旭市公共下水道事業会計補正予算（第２号）（経営政策課） 

（単位　千円）  

 

 

 補正前予算額 7,276,140 補正予算額 15,188 補正後予算額 7,291,328
 主な 

歳入

・国庫支出金 

・繰入金

4,485 

10,767
 主な 

歳出

・総務費（介護保険システム改修委託料） 

・人件費

8,026 

5,419

 収入 補正前額 2,169,756 補 正 額 △328 補正後額 2,169,428
 支出 補正前額 2,461,378 補 正 額 8,316 補正後額 2,469,694
 主な内容 ・人件費 8,316

 収入 補正前額 2,970,410 補 正 額 △81 補正後額 2,970,329
 支出 補正前額 3,498,875 補 正 額 4,162 補正後額 3,503,037
 主な内容 ・人件費 4,162
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第６４号議案　尾張旭市の議会の議員及び長の選挙における自動車の使用及びポスターの

作成の公営に関する条例及び尾張旭市の議会の議員及び長の選挙におけるビラの作成の

公営に関する条例の一部改正について（総務課） 

 

第６５号議案　尾張旭市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例の一部改

正について（総務課） 

 

第６６号議案　尾張旭市議会の議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一

部改正について（人事課） 

 

第６７号議案　尾張旭市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部改

正について（人事課） 

 

第６８号議案　尾張旭市職員の給与に関する条例等の一部改正について（人事課） 

 

第６９号議案　尾張旭市立小中学校体育施設使用料条例の一部改正について 

（健康都市・スポーツ課） 

 
　公職選挙法施行令の一部改正に伴い、所要の整備を図る。 

　施行期日　公布の日

 
　行政手続等において情報通信技術の便益を享受できる環境を整備するため、所要の

整備を図る。 

　施行期日　令和８年４月１日

 
　議員の期末手当の支給月数を改定するため、所要の整備を図る。 

　施行期日　公布の日、令和８年４月１日

 
　市長、副市長及び教育長の期末手当の支給月数を改定するため、所要の整備を図る。 

　施行期日　公布の日、令和８年４月１日

 
　職員の給料月額並びに期末手当及び勤勉手当の支給月数並びに会計年度任用職員

の報酬基準額を改定するため、所要の整備を図る。 

　施行期日　公布の日、令和８年４月１日

 
　尾張旭市立中学校体育施設の使用料を変更するため、所要の整備を図る。 

　施行期日　令和８年４月１日
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　第７０号議案　尾張旭市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準

を定める条例等の一部改正について（こども未来課） 

 

第７１号議案　尾張旭市下水道条例の一部改正について（経営政策課） 

 

第７２号議案　尾張旭市水道事業給水条例の一部改正について（経営政策課） 

 

第７３号議案　尾張旭市火災予防条例の一部改正について（予防課） 

 

第７４号議案　市道路線の認定及び廃止について（土木管理課） 

 
　特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等

の運営に関する基準の一部改正等に伴い、所要の整備を図る。 

　施行期日　公布の日

 
　下水道使用料及び排水設備等工事計画確認申請手数料を変更し、並びに災害その他

非常の場合における排水設備工事の特例を定めるため、所要の整備を図る。 

　施行期日　公布の日、令和８年４月１日

 
　水道料金及び設計審査等手数料を変更し、並びに災害その他非常の場合における給

水装置工事の特例を定めるため、所要の整備を図る。 

　施行期日　公布の日、令和８年４月１日

 
　林野火災予防の実効性を高めるため、所要の整備を図る。 

　施行期日　令和８年１月１日

 
　市道の一部が三郷駅前地区市街地再開発事業区域内に編入されることに伴い、路線

を認定及び廃止する必要があるとともに、開発行為により帰属された道路等を管理す

るため、市道として認定する。 

　認定路線　三郷２６号線、柏井２６号線、北山３６号線 

　廃止路線　三郷４号線
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番 号

１

２

３

４

陳　情　文　書　表（データ配付）

件 名 陳 情 者

医療現場の危機打開に向けた財政支援を
求める意見書の提出に関する陳情

名古屋市熱田区沢下町9-7
労働会館東館3F
愛知県労働組合総連合（愛労連）
　議長　西尾　美沙子

介護・障害福祉分野における処遇改善と
公的支援の強化を求める意見書の提出に
関する陳情

名古屋市熱田区沢下町9-7
労働会館東館3F
愛知県労働組合総連合（愛労連）
　議長　西尾　美沙子

保育士・学童保育支援員の処遇改善に関
する陳情

名古屋市熱田区沢下町9-7
労働会館東館3F
愛知県労働組合総連合（愛労連）
　議長　西尾　美沙子

介護・福祉・医療など社会保障の施策拡
充についての陳情書

名古屋市熱田区沢下町9-7
労働会館東館3階301号
愛知自治体キャラバン実行委員会
　代表者　森谷　光夫
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要望書等文書表

受理年月日 件 名 提 出 者

R7.9.1
令和８年度　理科教育設備整備費等補
助金予算計上についてのお願い

東京都千代田区神田小川町3-28
昇龍館ビル4階
公益社団法人日本理科教育振興協会
　会長　大久保　昇

R7.10.30
学校教材備品の計画的な整備推進につ
いてのお願い

東京都港区虎ノ門3-10-11
虎ノ門PFビル
一般社団法人日本教材備品協会
　会長　大久保　昇
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令和８年度　議会費予算要求額 

 
▲現時点で減額と判断　　●現時点で増額と判断　　　　　　　　（千円） 

 
【歳入】 
節 21（雑入）－細節 51（行政調査・視察受入金）　75千円（＋15千円）

 節 節の名称 前年との比較 要求額 増減額

 1 報酬 前年と同額 105,444 0
 2 給料 予算額は人事課の指示による

 3 職員手当等 予算額は人事課の指示による（議員期末手当

を含む。）

 4 共済費 予算額は人事課の指示による（議員共済会負

担金を含む。）

 7 報償費 前年と同額 255 0
 8 旅費 ▲全国市議会議長会研究フォーラム及び東海

市議会事務研究会の会場変更 
▲日当の廃止

2,096 ▲166

 9 交際費 前年と同額 250 0
 10 需用費

 1　消耗品費 ▲官報情報検索サービスへの変更に伴い、ラ

イセンス使用料に組替え

360 ▲90

 3　食糧費 前年と同額程度 65 ▲7
 4　印刷製本費 ▲本会議会議録を年度ごとにまとめるための

表紙・背表紙の作成を廃止

63 ▲98

 6　修繕料 前年と同額 100 0
 11 役務費 ▲クリーニング手数料の皆減 433 ▲36
 12 委託料 ▲議会中継配信システム委託料の契約期間の

変更

4,867 ▲96

 13 使用料及び 
賃借料

●官報情報検索サービスへの変更に伴い、ラ

イセンス使用料に組替え

690 45

 17 備品購入費 ▲会派室パソコン買換え、インターネット用

パソコン・プロジェクタースクリーン購入費

の皆減

123 ▲850

 18 負担金、補助及

び交付金

前年と同額程度 3,609 6

 合　　計 118,355 ▲1,292
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内　　　　　容 必要経費及び理由 要望額

提出期限　令和８年１月１６日（金）午後５時

令和９年度　議会費予算要望事項
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尾張旭市議会告示第　号 

　尾張旭市議会個人情報保護条例施行規程（令和５年議会告示第１号）の一部を次のように改

正する。 

　　令和７年　　月　　日 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　尾張旭市議会議長　さかえ　章　演 

 

 改　正　前 改　正　後

 
第２号様式（第９条関係） 

保有個人情報開示請求書 

（略） 

３　本人確認等 

第２号様式（第９条関係） 

保有個人情報開示請求書 

（略） 

３　本人確認等 

 
第１３号様式（第１８条関係） 

保有個人情報訂正請求書 

（略） 

第１３号様式（第１８条関係） 

保有個人情報訂正請求書 

（略） 

 
（略）

 
イ　請求者本人確認書類 

　□運転免許証 

　□個人番号カード又は住民基本台帳カ

　ード（住所記載のあるもの） 

　□在留カード、特別永住者証明書又は

特別永住者証明書とみなされる外国

人登録証明書 

　□その他（　　　　　　　　　　　　

　　） 

　※　請求書を送付して請求する場合に

は、加えて住民票の写し等を添付し

てください。

 
（略）

 
（略）

 
イ　請求者本人確認書類 

　□運転免許証 

　□個人番号カード　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　 

　□在留カード、特別永住者証明書又は

特別永住者証明書とみなされる外国

人登録証明書 

　□その他（　　　　　　　　　　　　

　　） 

　※　請求書を送付して請求する場合に

は、加えて住民票の写し等を添付し

てください。

 
（略）

 
（略）

 
２　請求者本人確認書類 

　□運転免許証　 

　□個人番号カード又は住民基本台帳カ

　ード（住所記載のあるもの） 

 
（略）

 
２　請求者本人確認書類 

　□運転免許証　 

　□個人番号カード　　　　　　　　　
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　　　附　則 

　（施行期日） 

１　この規程は、令和７年１２月２８日から施行する。 

　（経過措置） 

２　この規程の施行の際、この規程による改正前の尾張旭市議会個人情報保護条例施行規程の

 

 
第２０号様式（第２０条関係） 

保有個人情報利用停止請求書 

（略） 

第２０号様式（第２０条関係） 

保有個人情報利用停止請求書 

（略） 

 

 
　□在留カード、特別永住者証明書又は

特別永住者証明書とみなされる外国

人登録証明書 

　□その他（　　　　　　　　　　　　

　　） 

　※　請求書を送付して請求する場合に

は、加えて住民票の写し等を添付し

てください。

 
（略）

 
　□在留カード、特別永住者証明書又は

特別永住者証明書とみなされる外国

人登録証明書 

　□その他（　　　　　　　　　　　　

　　） 

　※　請求書を送付して請求する場合に

は、加えて住民票の写し等を添付し

てください。

 
（略）

 
（略）

 
２　請求者本人確認書類 

　□運転免許証　 

　□個人番号カード又は住民基本台帳カ

　　ード（住所記載のあるもの） 

　□在留カード、特別永住者証明書又は

特別永住者証明書とみなされる外国

人登録証明書 

　□その他（　　　　　　　　　　　　

　　） 

　※　請求書を送付して請求する場合に

は、加えて住民票の写し等を添付し

てください。

 
（略）

 
（略）

 
２　請求者本人確認書類 

　□運転免許証　 

　□個人番号カード　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　 

　□在留カード、特別永住者証明書又は

特別永住者証明書とみなされる外国

人登録証明書 

　□その他（　　　　　　　　　　　　

　　） 

　※　請求書を送付して請求する場合に

は、加えて住民票の写し等を添付し

てください。

 
（略）
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規定に基づいて提出されている請求書は、この規程による改正後の尾張旭市議会個人情報保

護条例施行規程の規定に基づいて提出された請求書とみなす。



R7.11.17　議会運営委員会資料
 

長期欠席議員の議員報酬等の減額について 

１　経緯 

　　昨今、全国の地方議会において、本会議等を長期にわたり欠席している議員に対

し、議員報酬等が支払われていたことが問題となった事案が発生している。本市議

会においても、議員の逮捕拘束を始め、病気等による長期間の欠席に対し、議会の

態度を示すため、報酬の減額等について検討する。 

２　現状 

　　令和７年９月現在、本市議会では、長期欠席議員に関する報酬等の規定はない。

今年度、議長から議会運営委員会の所管事項として、長期欠席議員の議員報酬等の

減額の検討を諮問されている。 

３　議員報酬に係る法的根拠 

　　各種法令には、長期欠席議員への報酬に関する直接の規定はないため、支給の是

非について様々な議論がある。 

【参考】 

　●　地方自治法 
　　　第２０３条第１項　普通地方公共団体は、その議会の議員に対し、議員報酬を支給しなければ

ならない。 
　　　第３項　普通地方公共団体は、条例で、その議会の議員に対し、期末手当を支給することができ

る。 
　●　議会基本条例 
　　　第２３条　議会は、議員報酬について、市政の現状及び課題並びに将来の予測及び展望を総合

的に検討しなければならない。 
　　　２　議員報酬に関して必要な事項は、別に条例で定める。 
　●　尾張旭市議会の議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例 

 

４　近隣市議会の状況 

　　長期欠席議員に関する報酬減額・不支給の規定がある市議会 

　　条例中に規定：名古屋市、岡崎市、常滑市、稲沢市、東海市、長久手市 

　　特例で規定　：半田市、刈谷市、大府市、知多市、知立市、高浜市、豊明市、 

　　　　　　　　　日進市、田原市、みよし市 

５　具体的な検討事項 

 

 検討事項①「条例名」

 内容 

　「尾張旭市議会の議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例」を一部改

正するのか、又は「尾張旭市議会議員の議員報酬等の特例に関する条例」を新規制定

するのか。

 検討事項②「趣旨（目的）」　➡　第１条

 内容 

　「尾張旭市議会議員の議員報酬等の特例に関する条例」とした場合に必要。

 検討事項③「減額等の事由」　➡　第４条・第５条・第７条・第８条

 内容 

　議員報酬等の減額の事由をどうするのか。 

○　疾病や自己都合等により一定期間、議会の会議を欠席したとき 

○　逮捕、勾留その他の身体を拘束される処分を受けたとき
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 検討事項④「欠席とみなす会議等の範囲」　➡　第２条第１号

 内容 

　議員報酬等減額の対象となる会議等の範囲をどうするのか。 

　地方自治法等に規定する会議等（本会議、委員会及び協議又は調整を行うための場、

議員派遣、委員派遣）に限るのか、又は個人の議員活動を除く全ての会議等を対象と

するのか。

 検討事項⑤「適用除外」　➡　第６条

 内容 

　やむを得ない事由で会議等への出席ができない場合の適用除外を設けるのか。設け

る場合、その具体的な事由をどうするのか。 

○　公務上の災害等、議員の出産、感染症などの疾病 

○　その他議長が認める場合

 検討事項⑥「議員報酬の減額率等」　➡　第４条第１項

 内容 

　議員報酬の減額率については、各市議会でそれぞれ異なっているため、本市議会で

の整理が必要。

 検討事項⑦「議員報酬の減額となる期間」　➡　第４条第２項

 内容 

　議員報酬の減額となる期間については、各市議会でそれぞれ異なっているため、本

市議会での整理が必要。

 検討事項⑧「期末手当の取扱い」　➡　第５条

 内容 

　期末手当の取扱いについては、各市議会でそれぞれ異なっているため、本市議会で

の整理が必要。

 検討事項⑨「欠席の届出」　➡　第３条

 内容 

　長期欠席期間に係る届出については、各市議会でそれぞれ異なっているため、本市

議会での整理が必要。届出を必要とした場合の様式の有無についても整理が必要。

 検討事項⑩「一時差止処分（支給停止）」　➡　第７条・第８条・第９条・第１０条

 内容 

　議員が刑事事件の被疑者又は被告人として逮捕、勾留その他その身体を拘束される 

処分を受けた場合の取扱いをどうするのか。 

⇒　公訴を提起しない処分が行われたとき又は無罪判決が確定したとき 

　　➡　一時差止分を取り消し、支給する。 

⇒　有罪の判決が確定したとき 

　　➡　一時差止分を不支給

 検討事項⑪「疑義が生じた場合」　➡　第１４条

 内容 

　条例の適用に関し、疑義が生じた場合は議長が議会運営委員会に諮って決定するな

どといった取扱いについて

 検討事項⑫「その他」　➡　第１１条・第１２条

 内容 

　その他、必要事項記載の検討
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委員会提案第　　号　 

　　　尾張旭市議会の議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の

特例を定める条例の制定について 

　上記の議案を、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１０９条第６項及

び尾張旭市議会会議規則（平成１５年議会規則第１号）第１３条第３項の規定

により提出する。　 

　　令和　　年　　月　　日 

　尾張旭市議会議長　殿 

　　　　　　　　　　　　　　　　提出者 

　　　　　　　　　　　　　　　　　議会運営委員長　 

　　　提案理由 

　この案を提出するのは、尾張旭市議会議員が市議会の会議を長期欠席等した

場合の議員報酬及び期末手当の支給に関し、必要な事項を定めるため必要があ

るからである。 

 

　　　尾張旭市議会の議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の

特例を定める条例 

　（趣旨） 

第１条　この条例は、尾張旭市議会議員（以下「議員」という。）の果たすべ

き職責に鑑み、議員が長期にわたって市議会の会議を欠席した場合及び刑事

事件の被疑者又は被告人として逮捕、勾留その他の身体を拘束される処分を

受けた場合における当該議員の議員報酬及び期末手当の支給について、尾張

旭市議会の議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例（平成１６

年条例第１号）の特例を定めるものとする。 

　（定義） 

第２条　この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定め

るところによる。 

　⑴　市議会の会議　尾張旭市議会定例会及び臨時会の本会議並びに尾張旭市

議会委員会条例（平成１５年条例第１号）に基づき設置された委員会の会

議をいう。 

　⑵　長期欠席　療養、自己都合その他の事由により、９０日を超えて市議会

の会議を欠席することをいう。 

　⑶　公務上の災害等　尾張旭市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補

償等に関する条例（昭和４２年条例第１３号）に基づき認定された公務又

は通勤により生じた災害をいう。 
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 別紙２

　（長期欠席に係る届出） 

第３条　議員は、長期欠席をすることとなったときは、その旨を長期欠席届出

書（第１号様式）により議長に届け出なければならない。この場合において、

当該議員が自ら届け出ることができないときは、当該議員の代理人として当

該議員の親族が届け出ることができる。 

２　前項の規定による届出において、長期欠席の事由が療養による場合は、医

師が記載した証明書等を添えなければならない。 

３　議員は、第１項の規定による届出後に市議会の会議に出席できることとな

ったときは、その旨を復帰届出書（第２号様式）により議長に届け出なけれ

ばならない。 

　（議員報酬の減額） 

第４条　議員が長期欠席したときの議員報酬は、その職に応じた議員報酬に、

次の表の左欄に掲げる市議会の会議を欠席した日から起算して引き続き市議

会の会議に出席していない日数（以下「欠席相当日数」という。）に応じ、

同表の右欄に定める割合を乗じて得た額とする。 

２　前項の規定は、欠席相当日数が９０日、１８０日又は３６５日を超える日

の属する月の翌月（その日が月の初日であるときは、その日の属する月）か

ら、市議会の会議に出席した日又は前条第３項の規定による届出があった日

のいずれか早い日の前日の属する月（その日が月の初日であるときは、その

日の属する月の前月）まで適用する。この割合において、市議会の会議に出

席した日の属する月については、日割りにより計算する。 

（期末手当の減額） 

第５条　６月１日及び１２月１日（以下これらの日を「基準日」という。）の

それぞれ前６月において、前条の規定により議員報酬を減額して支給された

月があるときの期末手当の額は、その職に応じた期末手当に、当該減額の計

算に係る割合を乗じて得た額とする。この場合において、当該割合が異なる

ときは、低い方の割合を乗ずるものとする。 

　（適用除外） 

第６条　次に掲げる事由により市議会の会議を長期欠席したときは、前２条の

規定は適用しない。 

　⑴　公務上の災害等 

 欠席相当日数 割合

 
90日を超え180日以下であるとき 100分の80

 
180日を超え365日以下であるとき 100分の70

 
365日を超えるとき 100分の0
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　⑵　出産（労働基準法（昭和２２年法律第４９号）第６５条第１項又は第２

項本文に規定する期間の範囲内に限る。） 

　⑶　その他議長が前２号の事由に準ずると認める事由 

　（議員報酬の支給停止） 

第７条　議員が刑事事件の被疑者又は被告人として逮捕、勾留その他の身体を

拘束される処分を受けたときは、その日から当該処分を解かれる日までの間、

当該期間に係る日割りにより計算した額の議員報酬の支給を停止する。この

場合において、既にその月の議員報酬が支払われていたとき、又は支給の停

止ができないときは、翌月の議員報酬から当該支給停止に係る額を差し引い

て支給する。 

２　前項後段の規定を適用する場合において、議員の辞職その他の事由により

翌月の議員報酬から差し引いて支給することができないときは、前項の規定

は適用しない。 

　（期末手当の支給停止） 

第８条　基準日のそれぞれ前６月において、議員が刑事事件の被疑者又は被告

人として逮捕、勾留その他の身体を拘束される処分を受けたときは、当該基

準日に係る期末手当の支給を停止する。 

　（支給停止されていた議員報酬等の支給） 

第９条　支給を停止されていた議員報酬及び期末手当は、当該支給停止に係る

刑事事件について公訴を提起しない処分が行われたとき、又は当該支給停止

に係る刑事事件の無罪判決（同様の効果を有する判決及び決定を含む。）が

確定したときは、その日の属する月の翌月の議員報酬の支給日に支給する。

この場合において、議員の資格を失っているときも、同様とする。 

　（議員報酬等の不支給） 

第１０条　支給を停止されていた議員報酬及び期末手当は、当該支給停止に係

る刑事事件の有罪判決が確定したときは、支給しない。 

　（日割計算の方法） 

第１１条　日割り計算は、その月の現日数を基礎として計算する。 

　（端数計算） 

第１２条　この条例の規定により計算した議員報酬及び期末手当の額に１円未

満の端数があるときは、これを切り捨てる。 

　（減額、支給停止及び不支給の効力） 

第１３条　この条例の規定による減額、支給停止及び不支給については、当該

減額、支給停止及び不支給の事由が生じた日の属する任期中の議員報酬又は

期末手当に限り、その効力を有する。 
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 別紙２

　（疑義の決定） 

第１４条　この条例の適用に関し疑義が生じたときは、議長が議会運営委員会

に諮って決定する。 

　（委任） 

第１５条　この条例に定めるもののほか必要な事項は、議長が定める。 

　　　附　則 

　この条例は、令和８年４月１日から施行する。 
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 別紙２

第１号様式（第３条関係） 

 

長期欠席届出書 

 

年　　月　　日 

 

　尾張旭市議会議長　様 

 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　議員氏名　　　　　　　　 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　代理人氏名　　　　　　　　 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　続　　柄 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　連 絡 先　　　　　　　　 

 

　尾張旭市議会の議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の特例

を定める条例第３条第１項の規定により届け出ます。 

 

１　長期欠席期間 

　　　　　　年　　月　　日から　　　　年　　月　　日まで 

２　長期欠席理由 

　⑴　療養　（病名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） 

　⑵　その他（理由　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） 

３　添付書類 

　　□　診断書 

　　□　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） 
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 別紙２

第２号様式（第３条関係） 

 

復帰届出書 

 

年　　月　　日 

 

　尾張旭市議会議長　様 

 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　議員氏名　　　　　　　　 

 

　　　　年　　月　　日から議会活動等に復帰しますので、尾張旭市議会の

議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の特例を定める条例第３

条第２項の規定により届け出ます。



議員報酬等の減額算定の考え方について 

 

令和７年８月２７日から令和８年１０月１６日まで欠席した場合 

●　令和７年８月２７日（本会議初日）に長期欠席届出書提出 

 8/27 9/1 10/1 11/1 12/1 1/1 2/1 3/1 4/1 5/1 6/1 7/1 8/1 9/1 10/16

 
長期欠席 

期間

 

議員報酬等

の減額に 

係る期間

＊基準日 ＊基準日

 

報酬
減額なし 

（満額支給）

80％ 

支給

80％ 

支給

80％ 

支給

70％ 

支給

70％ 

支給

70％ 

支給

70％ 

支給

70％ 

支給

70％ 

支給

支給 

なし

日割 

支給

【議員報酬】 

○令和７年９月～令和７年１１月各支給額　→　432,000 円（満額） 

○令和７年１２月～令和８年２月各支給額　→　432,000 円×0.8＝345,600 円 

○令和８年３月～令和８年８月各支給額　→　432,000 円×0.7＝302,400 円 

○令和８年９月支給額　→　432,000 円×0＝0円 

◎令和８年１０月支給額（日割）　→　432,000 円×16 日÷31 日≒222,967 円 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（10/16～31 分）

【期末手当】　 

※　基準日　6/1 及び 12/1 

○令和７年１２月支給額　→　1,080,540 円×0.8＝864,432 円 

○令和８年 6月支給額　→　1,080,540 円×0.7＝756,378 円 

○令和８年１２月支給額　→　1,080,540 円×0＝0円

11/25 

91 日目

2/23 

181 日目

8/27 

366 日目

10/16 

復帰
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オンライン化を検討する手続　一覧

        ○　直ちにできるもの　　×　直ちにはできないもの

本会議 主体 相手方 関係法令等 条項 関係法令等 条項 オンライン化

開議の請求 議員 議長 地方自治法 第114条第1項 ○

一般質問の通告 議員 議長 会議規則 第50条第1項 議会運営に関する申し合わせ事項 第2の⑴のア ○

質問原稿の提出 議員 議長 議会運営に関する申し合わせ事項 第2の⑴のオ ○

議案質疑の通告 議員 議長 会議規則 第50条第1項 ○

討論の通告 議員 議長 会議規則 第50条第1項 ○

欠席の届出 議員 議長 会議規則 第2条 ○

出席の催告 議長 議員 地方自治法 第113条 会議規則 第12条 ○

議案の提出 議員 議長 地方自治法 第112条 会議規則 第13条第1項 ×

修正の動議 議員 議長 地方自治法 第115条の3 会議規則 第16条 ×

議案（動議）の撤回 議員 議長 会議規則 第18条第2項 ×

議案（動議）の訂正請求 議員（委員長） 議長 会議規則 第18条第2項 ×

公聴会の開催要求 議員 議長 地方自治法 第115条の2第1項 会議規則 第72条の2 ○

参考人の出席要請 議員 議長 地方自治法 第115条の2第2項 会議規則 第72条の8 ○

委員会 主体 相手方 関係法令等 条項 関係法令等 条項 オンライン化

委員会の招集請求 委員 委員長 委員会条例 第11条第2項 ○

オンライン出席の届出 委員 委員長 委員会条例 第11条の2第2項 ○

欠席の届出 委員 委員長 委員会条例 第13条 ○

修正の動議 委員 委員長 委員会条例 第28条 ×

動議の撤回 委員 委員長 委員会条例 第27条 ×

証人の出頭要求 委員長 議長 地方自治法 第100条第1項 委員会条例 第32条 ○

記録の提出要求 委員長 議長 地方自治法 第100条第1項 委員会条例 第32条 ○

所管事務の調査 委員長 議長 委員会条例 第33条 ○

委員の派遣 委員長 議長 委員会条例 第34条 ○

委員会の報告書 委員長 議長 委員会条例 第37条 ○

公聴会の開催要求 委員長 議長 委員会条例 第56条第1項 ○

参考人の出席要請 委員長 議長 委員会条例 第62条第1項 ○
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オンライン化を検討する手続　一覧

        ○　直ちにできるもの　　×　直ちにはできないもの

その他 主体 相手方 関係法令等 条項 関係法令等 条項 オンライン化

議長の辞職 議長 副議長 会議規則 第86条第1項 ×

副議長の辞職 副議長 議長 会議規則 第87条第1項 ×

委員長の辞任 委員長 副委員長 委員会条例 第17条 ×

副委員長の辞任 副委員長 委員長 委員会条例 第17条 ×

議会運営委員及び特別委員の辞任 委員 議長 委員会条例 第18条 ×

議員の辞職 議員 議長 会議規則 第87条第1項 ×

資格決定の要求 議員 議長 会議規則 第88条 ○

資格決定書の交付 議長 議員 会議規則 第90条 ○

懲罰動議の提出 議員 議長 会議規則 第94条第1項 ×

侮辱に対する処分要求 議員 議長 地方自治法 第133条 ○

会派結成の届出 会派代表者 議長 代表者会規約 第3条第1項 ○

会派の異動届出 会派代表者 議長 代表者会規約 第3条第5項 ○

会派の解散届出 会派代表者 議長 代表者会規約 第3条第6項 ○

協議体の編成届出 会派代表者 議長 政策立案等の実施に関する基本指針 第5の⑷ ○
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○　尾張旭市議会議場説明用持込物品等に関する申し合わせ事項 

 

【新旧対照表】 
 改　正　前 改　正　後

 
５　説明用持込物品を使用しようとする者は、

議長に物品を添えて使用申請書を提出し、承

認を受けなければならない。　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　

５　説明用持込物品を使用しようとする者は、

議長に物品を添えて使用申請書を提出し、承

認を受けなければならない。なお、使用申請

書及び物品は、一般質問の初日の２日前まで

に提出するものとする。

 
７　議長は、承認の申請が次に掲げる要件のい

ずれかに該当すると認めるときは、承認をし

てはならない。　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　 

　（略） 

　　また、議長は、これらに規定する要件に該

当するかどうか疑義があるとき、その他必要

があると認めるときは、議会運営委員会の意

見を聴くことができる。

７　議長は、承認の申請が次に掲げる要件のい

ずれかに該当すると認めるときは、承認をし

てはならない。なお、議長は、これらに規定

する要件に該当するかどうか疑義があると

き、その他必要があると認めるときは、議会

運営委員会の意見を聴くことができる。 

　（略）
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尾張旭市議会議場説明用持込物品等に関する申し合わせ事項 

（令和元年１１月１５日　議会改革推進特別委員会調製） 

（令和７年　月　日　議会運営委員会確認） 

 

１　この申し合わせ事項は、本会議における一般質問において、説明のため議

場に持ち込んで使用する、パネル、タブレット端末機、写真その他の物品及

び紙資料の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。 

２　この申し合わせ事項における用語の定義は、次のとおりとする。 

　⑴　説明用持込物品等　本会議における一般質問において説明のため議場に

持ち込んで使用する、パネル、タブレット端末機、写真その他の物品及び

紙資料をいう。 

　⑵　説明用パネル等　説明用持込物品等のうち、説明のため議員が使用する

パネル及びタブレット端末機をいう。 

　⑶　説明用紙資料　説明用持込物品等のうち、説明のため議員が使用する写

真、新聞紙、書籍の類その他印刷物をいう。 

　⑷　説明用持込物品　説明用持込物品等のうち、説明用パネル等及び説明用

紙資料を除いた一切の物品をいう。 

３　説明用持込物品等の使用に当たっては、次に掲げる事項を基本とする。 

　⑴　説明用持込物品等の使用は、発言の内容について相手方の理解を高める

ことを旨として、あくまでも説明の補助手段であること。 

　⑵　説明用持込物品等の使用は、必要な範囲内に限ること。 

　⑶　説明用持込物品等の内容が著作権その他の知的財産権を侵害しないもの

であること。 

　⑷　説明用持込物品等の内容が通常他人に公表されたくない個人情報を含ま

ないものであること。 

　⑸　発言に当たっては、説明用持込物品等を参照しなくても会議録を読んで

当該発言の趣旨が理解できるように努めること。 

４　説明用パネル等又は説明用紙資料を使用しようとする者は、当該質問日の

前日（市の休日を除く。）の午後５時までに、議長に物品を添えて口頭で申

し出し、承認を受けなければならない。 

５　説明用持込物品を使用しようとする者は、議長に物品を添えて使用申請書

を提出し、承認を受けなければならない。なお、使用申請書及び物品は、一

般質問の初日の２日前までに提出するものとする。 

６　次の各号のいずれかに該当する物品については、説明用であっても議場に
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持ち込むことができない。 

　⑴　生き物 

　⑵　液体 

　⑶　危険物 

　⑷　飛散するもの 

　⑸　銃刀等、法で所持が禁止されているもの 

７　議長は、承認の申請が次に掲げる要件のいずれかに該当すると認めるとき

は、承認をしてはならない。なお、議長は、これらの要件に該当するかどう

か疑義があるとき、その他必要があると認めるときは、議会運営委員会の意

見を聴くことができる。 

　⑴　説明用持込物品の内容が著作権その他の知的財産権を侵害すると認めら

れるもの 

　⑵　説明用持込物品の内容が個人又は団体の権利利益を侵害すると認められ

るもの 

　⑶　説明用持込物品の内容が公序良俗に反すると認められるもの 

　⑷　説明用持込物品の内容が広告、宣伝、勧誘その他の営利又は宗教活動を

目的とする内容を含むと認められるもの 

　⑸　前各号に掲げるもののほか、説明用持込物品の内容又は使用方法が適当

でないと認められるもの 

　　また、議長は、これらに規定する要件に該当するかどうか疑義があるとき 

、その他必要があると認めるときは、議会運営委員会の意見を聴くことがで

きる。 

８　議長は、承認を受けた者がこの申し合わせ事項の規定の趣旨に違反するこ

ととなったときは、その承認を取り消すことができる。 

９　この申し合わせ事項に定めるもののほか、説明用持込物品等の取扱いに関

し必要な事項は、議長が別に定める。



 

説明用持込物品　使用申請書 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　　月　　日　 

 

　尾張旭市議会議長　様 

 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　申請者 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　会派名 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　議員名　　　　　　　　　 

 

　次のとおり申請します。 

※説明用持込物品の使用にあたっては、事前申請・承認が必要ですので、この使 

用申請書に御記入ください。 

 

【参考】尾張旭市議会議場説明用持込物品等に関する申し合わせ事項（抄） 

（使用の届出） 

４　説明用パネル又は説明用紙資料を使用しようとする者は、当該質問日の前 

日（市の休日を除く。）の午後５時までに、議長に物品を添えて口頭で申し出

し、承認を受けなければならない。 

（使用の承認） 

５　説明用持込物品を使用しようとする者は、一般質問の前日までに、議長に

物 

品を添えて使用申請書を提出し、承認を得なければならない。 

６～８　（略） 

９　この申し合わせ事項に定めるもののほか、説明用持込物品等の取扱いに関 

し必要な事項は、議長が別に定める。

 
決

定

承認する 承認しない

 

 
区　分 内　容

 
使用する持込物品

 
使用する質問項目

 

使用方法


